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大 臣 認 定   手 続 き の 流 れ 

申請者 
（防火対象物の関係者） 

評価機関 
 

日本消防検定協会 
または 

登録検定機関 
（日本消防設備安全センター等） 

総 務 大 臣 所轄消防機関 

① 

② 

③ 

⑥ 

④ 

⑤ 

※ ※ 

 
 ※：必要により事前相談 
 （①及び③の事前相談等） 
 ①：評価申請 
 ②：評価結果の通知 
 ③：大臣認定申請 
 ④：認定前の確認通知 
 ⑤：認定に関する意見申し出 
 ⑥：認定 

〔評価申請に必要な書類等〕 

 

 1.申請書 

 2.設備設置維持計画 

 ・防火対象物の概要 

 ・消防用設備等の概要 
 ・特殊消防用設備等の性能、設置方法、試験 

  の実施、点検基準、維持管理、工事・整備 
  点検従事者、その他の必要事項 
 3.特殊消防用設備等 

 ・設計図 
 ・明細書（性能及び構造） 

 ・防火安全性能検証（計算書） 
 ・試験成績表 

 

〔大臣認定に必要な書類等〕 

 

1.申請書 

2.設備設置維持計画 

3.評価結果 
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